
 
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
共
施
設
等
運
営
権
（
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
）
方
式
を
始
め
と
す
る
Ｐ
Ｆ

Ｉ
手
法
の
導
入
あ
り
き
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
官
民
連
携
の
多
様
な
手
法
を
検
討
し
、
適
切

な
選
定
が
で
き
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
・
自
律
性
を
尊
重
す
る
こ
と
。 

 

二 

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
及
び
民
間
事
業
者
が
特
定
事
業
に
係
る
支
援
措
置
等
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
た
際
に
内
閣
総
理

大
臣
が
一
元
的
に
回
答
す
る
場
合
や
、
内
閣
総
理
大
臣
が
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
に
対
し
特
定
事
業
の
実
施
に
関
し
助
言

等
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
の
民
間
事
業
者
へ
の
誘
導
や
、
地
方
公
共
団
体
の
判
断
へ
の
介
入
を
疑
わ
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
適
正
か
つ
公
正
に
運
用
す
る
こ
と
。 

 

三 

公
共
施
設
等
運
営
権
者
が
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
兼
ね
る
場
合
の
二
重
適
用
問
題
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
本
法
に
よ

る
対
応
に
と
ど
ま
ら
ず
、
運
営
権
者
に
よ
る
自
由
度
の
高
い
運
営
及
び
更
な
る
負
担
の
軽
減
に
資
す
る
支
援
の
在
り
方
に
つ

い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

四 

本
法
に
よ
る
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
に
つ
い
て
は
、
上
下
水
道
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
導
入
す
る
先
駆
的
取
組
に
限
り
特
例

的
に
認
め
る
と
い
う
趣
旨
に
鑑
み
、
今
後
は
、
財
政
投
融
資
制
度
の
健
全
性
の
維
持
、
地
方
公
共
団
体
間
の
公
平
性
及
び
地

平

成
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方
財
政
運
営
の
規
律
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
同
様
の
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
を
実
施
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
む
こ
と
。 

 
五 
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
金
融
機
関
の
役
割
や
、
地
域
の
民
間
事
業
者
の
参
加
を
得
て
地
域
の
実
情
を

踏
ま
え
た
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
施
設
の
維
持
管
理
等
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
て
、
地
域
の
産
官
学
金
が
参
加
す
る
地
域
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
組
織
化
や
、
地
域
の
民
間
事
業

者
の
参
加
を
促
す
工
夫
を
行
っ
て
い
る
取
組
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
始
め
、
適
切
な
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

六 

Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
評
価
・
検
証
を
行
う
に
当
た
り
そ
の
実
施
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
透
明

性
を
向
上
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
定
期
的
に
実
施
状
況
を
公
表
す
る
な
ど
、
海
外
の
事
例
も
参
考
に
し
つ
つ
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ

Ｉ
の
更
な
る
「
見
え
る
化
」
に
努
め
る
こ
と
。 

 

七 

今
後
と
も
、
安
全
・
安
心
な
水
を
安
定
的
に
確
保
す
る
と
と
も
に
、
衛
生
的
で
安
心
な
都
市
環
境
を
維
持
す
る
た
め
、
人

口
減
少
に
伴
う
料
金
収
入
の
減
少
や
施
設
の
老
朽
化
等
の
課
題
を
抱
え
る
上
下
水
道
事
業
の
経
営
が
持
続
可
能
な
も
の
と
な

る
よ
う
、
官
民
連
携
の
推
進
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
域
化
・
共
同
化
等
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
府
省
間
で
連
携
し
て

こ
れ
ら
の
課
題
解
決
に
当
た
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


